
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 18年（2006年）3月 

札幌市市民まちづくり局都市計画部 

用途地域等の見直し素案 

市民意見の要旨と本市の考え方 
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◆ 期 間   平成１７年８月３日から９月６日（35 日間） 
 
◆ 方 法   素案の配布及びホームページへの掲載により市民意見を募集 

また、素案の説明会を実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 意見者数 117 名（団体を含む） 
 
◆ 意見提出者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆ 意見数  229 件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 代(8)

30 代(15)

50 代(23)
60 代(23) 

70 代以上(18) 

不明(13) 

◇年代別意見者数 

実施状況 

中央区(62) 

◇区別意見者数 

不 明(9)

手稲区(4)

西 区(10)

厚別区(8)

南 区(6)

豊平区(5)

白石区(2)

東 区(9)

北 区(4)

※ かっこ内の数字は件数を示す

◇項目別意見数 
１ 

2 

3 

4 

6 

5 

 
各区説明会 225 名

 白石区 8/11 11 名

 北 区 8/12 23 名

 手稲区 8/18 13 名

 厚別区 8/19 13 名

 西 区 8/22 34 名

 豊平区 8/23 24 名

 中央区 8/24 77 名

 東 区 8/25 11 名

 南 区 8/26 10 名

 清田区 8/29 9 名

事業者説明会 8/30 約240名
合計 約465名

◇説明会の実施状況

40 代(17)

1 都心東部の魅力ある空間づくりを誘導するルールの設定（3）

2 建築物の高さ制限を設定する区域の拡大 (174) 

3 郊外住宅地の容積率緩和と敷地面積の最低限度の設定 (22) 

4 工業地、流通業務地等における建物用途の制限の詳細化 (1) 

5 個別の土地利用の変化等に対応した用途地域等の変更 (8) 

6 その他、見直し素案の内容以外の事項 (21) 

※かっこ内の数字は件数を示す 
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１ 都心東部の魅力ある空間づくりを誘導するルールの設定（３件） 

 

意見の要旨 市の考え方 

◆対象区域（１件） 

今回の地区計画の対象区域がどのよう

な考え方で設定されているのかが分か

らない。（なぜ不整形なのか） 

容積率緩和などのルールを事前に定め、魅力ある都市開発

を誘導して質の高い複合市街地の形成を図る区域として、

都心東部のうち以下を除いた区域としております。 

・すでに 600%以上の高い容積率を指定している区域 

・市街地再開発事業等を実施済みまたは検討中の区域 

・準工業地域 

◆容積率の緩和 （２件） 

容積率の緩和は無秩序な高層化につな

がるのではないか。 

すべての建築物について一律に容積率を緩和するもので

はなく、また、高さの最高限度をあわせて定めていること

から、無秩序な高層化の促進につながるものではないと考

えております。 

容積率の緩和を受けられるのは、一部の

大手デベロッパーだけではないか。 

容積率緩和を受けられる場合を３通りに定め、敷地規模な

どの状況に応じて適用可能な内容とすることで、幅広い計

画が対象となりうると考えております。 

 

 

※ 説明会等で寄せられたご意見も踏まえ、 

パブリックコメントの結果を整理した。 意見要旨と市の考え方 
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２ 建築物の高さ制限を設定する区域の拡大（１７４件） 

 

意見の要旨 市の考え方 

◆基本的考え方 （４３件） 

今回、新たに高さのルールを定めること

は、質の高いまちづくりに向けた大きな

第一歩であり、賛同する。 

－ 

高さ制限を新たに導入する目的はなに

か。 

安定成熟期を迎えた今後は、良好な街並み形成など既存市

街地の質を高めていくことが一層重要であると考えてお

ります。そのため、現在、高さの最高限度の定めのない区

域についても新たな基本ルールを定め、秩序ある街並み形

成を支えることを目的としております。 

高さ制限を定めると、事業者に対して

「この高さまで建築可能」とお墨付きを

与えることとなって、これまで以上に高

層建築物の立地を促すことになるので

はないか。 

今回の措置は、容積率や日影規制などの制限は現状を維持

した上で、高さの最高限度に関しても新たに追加して設定

するものです。そのため、今回の措置が直接高層建築物の

立地を促進するとは考えておりません。 

まちは歴史とともに変化していくもの

であり、高層建築物が良い景観をつくり

だしている都市もある。高層建築物のす

べてが景観を破壊するとは限らない。 

今回の措置で高層建築物をすべて制限する意図はありま

せん。市街地の特性に応じた街並み景観の形成を図ること

が重要であると考えておりますので、今回の素案でも、高

さの上限を新たに５段階（除外区域も含めると６段階）設

定し地域ごとに適切な制限内容となるようにしておりま

す。 

なお、個別計画の内容や地域の状況等により基本ルールの

画一的・硬直的運用が妥当でない場合も想定されますが、

今回の措置の目的に照らしながらこのような事例を適切

に誘導できるよう、個別対応の考え方を別途整理します。

景観保護の観点から制限を行うのであ

れば、地域住民がまとめる地区計画では

なく、行政が主体となって行うべき。 

主観的要素の強い「景観」の保護の観点

から制限を行うのであれば、全市一律に

定める高度地区ではなく、地域住民総意

による地区計画で定めるべき。 

土地利用の制限を定めるルールとしては、全市的・広域的

観点で定めるべきルールと、よりきめ細かく地域の実情に

応じて定めるべきルールとがあると考えます。今回の措置

は前者の観点で定めるものです。 

今後は人口減少が予想されるため、これ

以上マンションは不要だ。将来的にマン

ションは空室ばかりとなり、スラム化し

てしまうのではないか。 

今後の人口減少と高齢化の進展を考え

ると、郊外ではなく地下鉄沿線等に人口

を集めてコンパクトな街にする方が、福

祉の観点からも望ましい。今回の高さ制

限は、この考え方に逆行する。 

都市計画マスタープランでは、都市づくりの基本理念とし

て「持続可能なコンパクト・シティへの再構築」を掲げ、

人口増加が緩やかとなる一方で少子高齢化が一層進展す

る今後は、現在の市街地の範囲を維持しながら、地域特性

に応じてそれぞれの市街地の質を高めていくべきとして

おります。 

今回の措置は、この考え方に即し、地下鉄沿線等の適切な

高度利用を図るとともに郊外住宅地を維持保全すること

も重視してその内容を定めたものとなっております。 
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◆高さ制限の内容（全体） （３２件） 

今回の設定している高さ制限の内容は、

何を根拠として導き出したのか。 

今回の制限内容は経済活動を重視し、地

域住民の権利は軽視しているように感

じる。数値の設定も、現状追認でしかな

いのではないか。 

高層建築物が立地することにより、自然

環境や住環境が破壊される。また、災害

時の建物倒壊などにも配慮して、より厳

しい制限とすべき。 

今回の制限内容では高層マンションの

建築も可能であることから、紛争はなく

ならない。先住民の権利を守るため、よ

り厳しい制限内容とすべき。 

今回の高さ制限の内容は、都市づくりの基本方針であるマ

スタープランの市街地区分に即すとともに、これに基づく

根幹的ルールである用途地域・容積率の枠組みに対応した

ものとすることを基本とし、現状の土地利用や建築実態も

踏まえて具体の数値を設定しております。 

具体的には、指定容積率の範囲での建築は原則可能としつ

つ、市街地の特性に応じた高さの限度を定めたものとなっ

ており、全市的な視点で定める基本ルールとして妥当な内

容であると考えております。 

風致地区に隣接する区域は、一般市街地

との緩衝帯としての役割を持たせるよ

うに、より厳しい制限内容とすべき。 

今回の素案では、本市のオープンスペースの骨格的要素で

ある円山及び羊ケ丘に指定された風致地区に隣接する区

域について、一般市街地との中間領域としての位置づけで

制限を強化する内容としております。 

なお、他の風致地区の周辺等につきましては、後述の通り、

今回の制限を下地として、地区計画などによってきめ細か

な対応を図っていくことが妥当であると考えます。 

◆高さ制限の内容（きめ細かな対応） （６４件） 

幹線道路沿道を一律に高い数値とする

のではなく、地域の実情にあわせて低い

数値とするなどきめ細かく対応すべき。

また、幹線道路沿道ではないところに高

い数値が指定されているのも疑問だ。 

幹線道路沿道については、道路機能に対応した土地利用を

支え、身近な利便の確保と後背住宅地の環境保護を図るこ

とを基本方針としております。用途地域の種類と容積率に

ついては、この方針に即し、土地利用状況や地下鉄等との

近接性も踏まえて適切に定めておりますことから、高さ制

限もこの枠組みと対応した内容としております。 

なお、幹線道路沿道以外で多様な機能の集積状況等を踏ま

えて高い容積率を定めている区域も、この考え方と対応し

た高さ制限としております。 

知事公館や植物園、近代美術館および北

海道庁の周辺も景観への配慮や街並み

の質を高めるために、山地・丘陵系と同

様、より厳しい制限とすべき。 

山並み、主要な公園に対する景観や社会

福祉施設等の環境の保護にも配慮し、よ

り厳しい制限とすべき。 

景観に関するマスタープランを作成し、

これに即したよりきめ細かな高さの制

限を検討すべき。 

主要な公園などを「視点場」に設定する

とともに、そこからの眺望を確保するた

めの制限とすべき。 

今回の高さ制限は、全市的な視点から定める基本ルールと

して措置するものです。 

ご意見のように、きめ細かく、かつ、多様な観点で充実し

たルールを定めることは重要であると考えておりますの

で、今後、地域のみなさんや事業者の方々と協力しながら、

地区計画や景観誘導の諸施策などを適切に活用し、取り組

んでまいりたいと考えております。 
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◆高さ制限の導入による他への影響 （１３件） 

高さ制限の導入は、経済活動を阻害する

ものである。景気回復の兆候にも逆行す

る措置ではないか。 

前述の通り、高さ制限の内容は、用途地域の指定との対応

を図り、指定容積率の範囲までの建築は原則可能となるも

のとしておりますので、今回の措置が即座に経済活動を阻

害することにつながるとは考えておりません。 

高さ制限の導入によって地価の下落が

予想される。あわせて固定資産税なども

見直すべきではないか。 

高さ制限の内容は、用途地域の指定との対応を図ったもの

であり、また、地価につきましては、利便性その他多様な

要因で変動するものであることから、今回の措置のみが単

純に地価の下落につながるとは考えておりません。 

そのため、固定資産税などにつきましても、これまで同様、

３年に一度の評価替え年度において、地価の動向を把握し

た上で、必要な見直しを定期的に行うこととしておりま

す。 

高さを制限すると、建物が横に広がって

日影の影響や隣地への圧迫感が増し、住

環境が悪化するのではないか。 

高さ制限を導入しても建ぺい率や日影の制限は維持され

ますので、現在の制限で担保している住環境の内容を悪化

させることにはなりません。 

なお、細く高い建物とするより敷地内の空地の絶対量が減

少する例も想定されますが、周辺との調和を図る上では、

単に空地の量だけでなく、適切な緑化や壁面意匠の工夫な

ど総合的な配慮が必要と考えます。 

◆高さ制限とあわせて検討すべき事項 （１５件） 

高さ制限が導入されると、既存不適格と

なる建物の建替えが阻害される。健全な

市街地の更新を進めるため、既存不適格

建築物の建替えへの対応を検討すべき。

既存不適格となる建築物については、建て替え時に新たな

ルールに適合させることが原則です。しかしながら、共同

住宅の建て替えで同一戸数の確保が不可欠となる場合な

ども考えられますことから、これら個別事例に適切に対応

できるよう、運用の考え方を整理いたします。 

高さ制限にあわせて、容積率を下げるこ

とや、容積率不参入措置（共同住宅の共

用廊下等）の撤廃も検討すべき。 

高さ制限を行うと容積率をすべて使い

切れなくなることから、容積率もあわせ

て下げるべき。 

今後の人口や産業については、大幅な増大または減少はな

く安定して推移すると考えられることから、今回の見直し

では、容積率など用途地域の枠組みは現状を維持しなが

ら、高さ制限の導入などを図ることとしております。 

なお、容積率の算定方法については建築基準法で統一的に

定義されておりますので、本市として建物用途等に応じた

特別の定義を図ることは妥当ではないと考えます。 

建築基準法の日影規制では敷地外の建

物も含めた複合日影は制限されない。条

例でより厳しい制限とすることや、日影

規制自体のあり方を検討すべき。 

日影規制については、建築基準法に基づいて各都市の実情

に応じた制限内容（規制時間など）を条例で定めることと

されており、本市でも適切に運用しております。 

なお、現行法の日影規制は、新たに建築する建築物の敷地

単位で制限を課すものであり、既存建築物の立地状況に応

じて制限を変化させる考え方をとっていないため、本市と

してもこれに即した運用としております。 

◆高さ制限導入までの間の措置 （７件） 

高さ制限は来年３月に導入予定とのこ

とだが、それまでの間に建築される建物

に対しても、今回の素案に適合させるよ

う指導すべき。 

制度上は、決定されるまでの間は現行のルールが適用され

ることになります。しかしながら、本市としても新たなル

ールへの移行が極力スムーズに行われるよう、早い段階か

らその内容の周知に努めてまいります。 
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３ 郊外住宅地の容積率緩和と敷地面積の最低限度の設定（２２件） 

 

意見の要旨 市の考え方 

◆容積率 （１５件） 

容積率を緩和すると二世帯住宅の建築

も可能となるなど選択の幅が広がるの

でよい。 

－ 

容積率を緩和すると、日照や通風などの

住環境が悪化する。また、総二階建ての

箱型の住宅が多くなり景観も悪くなる。

現状では建ぺい率にはまだ余裕がある

と思う。容積率が緩和されると、結果的

に建ぺい率が上限まで使用され、空地が

減少して環境が悪化する。 

今回の措置は、戸建住宅などに限って容積率のみ緩和する

ものです。建ぺい率や高さ制限、外壁後退距離など諸規制

は現状を維持しますので、住環境への影響も必要最小限の

ものと考えております。 

なお、良好な住宅地景観の形成に関しては、住宅の規模の

みではなく、意匠や敷地内緑化など多様な要素を総合的に

配慮していくことが重要であると考えます。 

全市一律に緩和を行うべきではない。風

致地区や地区計画の区域を除外するこ

とや、地域の合意がある区域のみ緩和す

ることを検討すべき。 

今回の措置は、今日的な住宅規模などの全市的動向を把握

した上で、共通に措置すべき見直しとして行うものです。

なお、地域の課題などにきめ細かく対応して制限を強化、

または緩和することも重要であると考えますので、今後も

地区計画制度などを適切に活用してまいります。 

容積率緩和の対象に共同住宅も加える

べき。 

今回の措置は、戸建住宅の規模の拡大傾向に対応するとと

もに、戸建住宅主体の住環境の保護を引き続き図ることを

目的としておりますので、容積率の緩和の対象は戸建住宅

のみに限定することが妥当であると考えております。 

今後の高齢化の進展に対応するため、高

齢福祉施設等についても容積率の緩和

対象とすべき。 

上述の通り、今回の措置の目的に照らしますと容積率の緩

和の対象は戸建住宅のみとすることが妥当と考えており

ます。しかしながら、高齢化等の進展に伴う必要な施設の

立地を適切に支えることは重要と認識しておりますので、

今後も関係部局間の連携を図りながら、都市計画制度の活

用も含めて適切に対応してまいりたいと考えております。

◆建ぺい率 （５件） 

住宅規模が拡大傾向にあることから、容

積率だけでなく建ぺい率も緩和すべき。

雪国では車庫や物置は必須であるが、建

ぺい率の制限が厳しくて設置できない。

車庫、物置に限って建ぺい率の算定から

除外すべき。 

戸建住宅を主体とする環境を高めていく上で敷地内の空

地の確保は重要であること、また、今日的な建築動向から

みても現状において緩和の必要性は高くないと判断され

ることから、建ぺい率の制限およびその算定方法につきま

しては、現状を維持することが妥当と考えております。 

◆敷地面積の最低限度 （２件） 

敷地面積の最低限度を設定すると、親子

で敷地を分割して住宅を建てることが

できなくなる。高齢化が進展するなかで

このような制限をかけるのは問題だ。 

敷地面積の最低限度を設定すると、狭い

敷地では今後の利用価値が大きく下が

る。経済弱者に対する厳しい制限であ

り、経済活動の阻害要因ともなる。 

敷地面積の最低限度を下回ると一切の

建築行為ができないのは厳しすぎる。 

敷地面積の最低限度の設定は、容積率の緩和によって敷地

の細分化が進み、住環境が悪化することを未然防止するた

めに必要な措置であると考えております。 

しかしながら、ご意見のとおり、この措置は極めて厳格な

制限であることから、小規模な建築物なども含めて画一的

に適用することが適切でない場合も想定されます。そのた

め、敷地面積の最低限度に関しては、今回の見直しで容積

率が緩和される場合に限って適用されるよう素案を修正

いたします。 
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４ 工業地、流通業務地等における建物用途の制限の詳細化（１件） 

 

意見の要旨 市の考え方 

◆店舗等の立地の制限 （１件） 

大型店は、雇用機会を提供し、市民生活

を豊かにしている。また、工場所有者の

土地売却先を制限することとなるため、

店舗等の立地制限は慎重に検討すべき。

大型店自体をすべて抑制する意図はありません。マスター

プランでも示しているとおり、商業機能等は、主要な拠点

での集積のほかは幹線道路沿道に適正規模で分散立地で

きるよう対応することが基本と考えております。 

今回の措置も、この方針に即し、幹線道路に面しない区域

のみ、地域の住環境の保護の必要性に配慮して店舗規模を

制限することとしたものです。 
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５ 個別の土地利用の変化等に対応した用途地域等の変更 （８件） 

 

意見の要旨 市の考え方 

◆素案に盛り込んでいる区域 （３件） 

手稲工業団地の隣接区域を工業専用地

域から工業地域に変更するとしている

が、変更区域に住宅等が立地して団地側

と環境上の摩擦が生じることも考えら

れるので変更すべきでない（手稲－５）。

素案では、工業団地としての土地利用がなされていない区

域について変更を予定したものですが、ご指摘の問題を考

え、用途地域の変更を保留して、跡地利用の方向を見極め

た上で適切な土地利用計画の変更を検討することといた

します。 

都市計画道路「福住・桑園通」沿道の一

部を第一種住居地域から準住居地域に

変更するとしているが、この路線はバイ

パス機能をもち、また、後背地は第一種

低層住居専用地域であるため、沿道利用

を促進する緩和は不適切だ（豊平－４）

幹線道路の沿道につきましては、道路機能に対応した土地

利用を図ることが基本であり、当該路線に関しては、整備

の進捗に伴う機能強化に対応し、他の路線とも共通の考え

方で見直しを行うことが妥当であると考えております。 

都市計画道路「宮の森・北 24 条通」沿

道の北 24 条東 18 丁目付近について、準

住居地域のままで容積率のみ 300％に緩

和するとしているが、地下鉄駅にも近い

ことから近隣商業地域に緩和すべきだ。

（東－５） 

当該区域につきましては、高度利用住宅地としての区域を

再整理したなかで他の路線と共通の考え方に基づき、容積

率のみを緩和することとしたものです。 

なお、幹線道路沿道の用途地域につきましては、自動車交

通量や建物立地の実態・動向を見極めて判断する必要があ

りますが、当該区域については現状の指定が妥当と判断し

ております。 

◆素案に盛り込んでいない区域 （５件） 

都市計画道路「西５丁目・樽川通」沿道

の容積率を 200%から 300%へ緩和してほ

しい。今回容積率を緩和する他の路線と

同様に扱うべきだ。 

当路線に関しては、地下鉄麻生駅に近い高度利用住宅地内

のみ容積率を 300％として、他の区域は 200％としている

ものであり、他の路線とも共通した考え方で指定しており

ます。そのため、容積率の緩和は適切ではないと考えます。

JR 平和駅北側の第一種低層住居専用地

域が指定されている一帯について、居住

人口を増やして地域を活性化するため、

第一種住居地域(200/60)へ緩和してほ

しい。高齢化の進展に備え、歩いて暮ら

せるまちをつくるためにも必要だ。 

鉄道駅との近接性のみを根拠として用途地域を一律に緩

和することは、既存の住環境への影響が大きいことから適

切ではないと考えております。当該区域につきましては、

戸建住宅主体の住環境の保護を図ることが今後も必要で

あると判断しております。 

都市計画道路「丘珠空港通」以北の東 3

～15 丁目間で第一種低層住居専用地域

が指定されている区域について用途地

域を緩和してほしい。丘珠空港通以南と

比べて極端に制限が厳しい。 

住宅地の用途地域につきましては、マスタープランの住宅

市街地の区分に即し、地域の土地利用状況等も踏まえて適

切に指定しております。また、人口増加等が緩やかとなる

なか、中・高密度の住宅市街地を拡大する必要性はないと

考えておりますので、当該区域につきましては、引き続き

現在の用途地域で住環境の保護を図ることが適当と判断

しております。 

ＪR 篠路駅の東側で第一種住居地域が指

定されている一帯を、第一種低層住居専

用地域にしてほしい。付近の住宅地は第

一種低層住居専用地域であることから、

公平に扱うべきだ。 

当該区域は、新たな法制度に基づく用途地域をはじめて指

定した際（昭和 48 年）、すでに市街地形成が図られていた

現況を踏まえ現在の用途地域を指定したものです。新たに

住宅地開発を進めながら用途地域を定める他の区域とは、

土地利用の経緯・現況が異なりますことから、現状の指定

は適切であると考えております。 

北 10 条西 21 丁目周辺について、現在第

二種住居地域が指定されているが、都市

計画道路「桑園・発寒通」に面し、また、

中央卸売市場にも近い場所性を考え、用

途地域を緩和すべきだ。 

 

 

当該区域については、住宅地としての土地利用がなされて

いる実態を踏まえ、幹線道路沿道にも住居系用途地域を指

定していたものですが、幹線道路沿道で業務系の土地利用

が進む動向が認められるため、南側の住宅地の環境とも調

和した沿道土地利用が図られるよう、用途地域を準工業地

域に変更するとともに第二種特別業務地区を指定するこ

とといたします。 
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６ その他、見直し素案の内容以外の事項（２１件） 

 

意見の要旨 市の考え方 

◆マスタープラン （７件） 

どの様な市街地を目指すのか、明確なビ

ジョンが見えない。目指すべき市街地像

を明確化した上で具体の制限を検討す

べきだ。 

本市では、平成 16 年３月に札幌市都市計画マスタープラ

ンを策定し、札幌全体の都市づくりの方向性を示しており

ます。さらに、このマスタープランに即して土地利用計画

制度をいかに運用していくかの方針をまとめており、今回

の見直し素案はこの方針に基づいて作成したものです。 

なお、これら都市全体の視点の取組に加え、地域ごとにき

め細かな取組を進めることも重要ですので、市民、事業者

のみなさんと協力しながら今後も取り組んでまいります。

地下鉄沿線など利便の良い地区を「高度

利用住宅地」とし高密度な市街地形成を

目指すことは、既存の住民の住環境を無

視した考え方である。 

郊外住宅地でも、商業施設が立地できる

区域を限定的に定めて地域の利便性を

確保してはどうか。 

郊外は戸建住宅、それ以外は中高層住宅

と単純に二分するのではなく、戸建住宅

と中高層住宅の調和を考えるべきだ。高

齢化が進むと、郊外で医療・福祉施設や

公園などと複合化したマンションの需

要も出る。このような土地利用を抑制す

ると一部地域のみ中高層住宅が集中し

てその地区の環境が悪化する。 

マスタープランでは、住宅市街地を高度利用住宅地、一般

住宅地、郊外住宅地に三区分し、各区分の特性に応じた住

環境の保護と利便施設等の確保を図ることとしておりま

す。 

この考え方は、住まい方の多様性を支えると同時に、地下

鉄をはじめとする都市基盤の有効活用を図ることにもつ

ながるものであり、安定成熟期において本市の魅力と活力

を高めていく上で、今後も維持すべき基本方針であると考

えております。 

◆決定までのプロセス （１３件） 

行政のＰＲが不足しているのではない

か。説明会の参加者数も中央区以外は少

なかった。 

これまでの議論が不足している。もっと

市民や企業と十分な意見交換をして決

定すべきであり、そのために決定時期を

遅らせるべきだ。 

本市としても十分な周知と意向把握が重要と考え、本年３

月には、素案作成の前段で基本的考え方をまとめて一度パ

ブリックコメントを実施いたしました。 

今回の素案はその結果を踏まえて作成しておりますが、再

度この素案へのご意見をお聞きするため、今回のパブリッ

クコメントでは、説明会の開催や新聞へのチラシの折込な

ども含めて一層の周知と意向把握に努めたところです。 

なお、用途地域等の見直しは適時適切に行うことが必要で

ありますので、必要以上に決定を遅らせることは適当では

ないと考えます。 

◆決定後の運用 （１件） 

住宅地の環境を守るためには、その地区

の制限内容を十分に周知するとともに、

違反建築の取り締まりを厳格に行うこ

とが不可欠である。 

各地域の土地利用制限の内容がわかりやすく示されてい

ることは、きめ細かな協働のまちづくりを支える基本要件

のひとつと考えております。そのため、今回の見直し後も、

さまざまな機会を通じて十分な周知に努めてまいります。

なお、違反建築物等の是正につきましても、これまで同様

適切に対応してまいります。 

 




